
 

 

 

 

 

新ごみ処理施設整備及び運営事業 

実施方針に対する質問・意見への回答 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

東金市外三市町清掃組合 

 

  



(1) 実施方針への質問・回答 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

1 9 第 2 2 (1) 技術対話 7月上旬に実施される技術対話の内容・形式および事前の提

出書類の有無・内容については、5月上旬の入札公告にて公

表されるものとの理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解の通りです。 

2 9 第２ ２ (1) 事業者の募集及び

選定スケジュール

（予定） 

令和 5年 7月上旬に現場見学会が予定されておりますが、入

札公告後、令和 5年 7月上旬以前に、現場を見学することは

できないという理解でよろしいでしょうか。 

 

ご質問を踏まえ、入札公告後～令和 5年 7月上旬まででも

現場見学を可とします。詳細については入札公告時に示しま

す。 

3 12 第２ ３ （2） 各業務を行う者の

備えるべき参加資

格要件 

「３）プラント設計施工企業の要件 エ」の竣工実績は、乙

型 JVの代表企業として受注したが、対象業務に従事しなか

ったものは、実績として認められないという理解でよろしい

でしょうか。 

 

乙型 JVの代表企業として受注し、対象業務に従事しなか

った場合であっても実績として認めます。 

一方、乙型 JVの構成員（代表企業を除く）として対象業

務に従事しなかったものについては実績として認められませ

ん。 

 

4 12 第２ ３ （2） 各業務を行う者の

備えるべき参加資

格要件 

「３）プラント設計施工企業の要件 エ」において、ア）

イ）ウ）エ）オ）を満たす企業と、ウ）エ）カ）を満たす企

業の 2社で構成することは可能でしょうか。 

 

可とします。 



No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答 

5 13 第 2 3 （2） 

4） 

カ 

運営管理企業の要

件 

以下 2点につきまして、ご教示願います。 

①「3か月以上継続して所属…96t/日（1炉あたり 48t/日か

つ 2炉）以上…1年以上選任で配置…」とありますが、一方

で、“運営管理業務要求水準書（案） 第 2章 第 1節 2-1-2. 

（2）”では「…実運営期間開始から 2年間…100t/日・炉以

上の…」とあります。双方における現場総括責任者の経験要

件が異なっておりますが、実施方針の記載内容を正と理解し

てよろしいでしょうか。 

②「…現場総括責任者（施設の円滑な運転管理、維持管理等

の総括的な責任を担う者）として１年以上務めた経験を有す

る技術者…」とありますが、本条件に該当する技術者が限定

的であるため、「現場総括責任者（施設の円滑な運転管理、

維持管理等の総括的な責任を担う者）またはそれに準じる経

験を有する者（副責任者等）」に変更することをご検討頂け

ないでしょうか。 

 

①実施方針の記載内容を正とします。 

②準じる経験を有する事を証明する書類の提出を条件に認

めます。 

 

  



（2） 実施方針への意見・回答 

No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 回答 

1 10 第 2 3 (2) 各業務を行う者の

備えるべき参加資

格要件 

1)建築物等設計企

業の要件 

「建築物等設計企業は、…。なお、建築物等設計企業は建

築物等施工企業１が兼務すること。」とありますが、 

建築物等設計企業の全ての要件をそれぞれが満たす２社

（建築物等施工企業１と設計事務所）が乙型共同企業体を

組成し、 

当該業務にあたることをお認め頂けないでしょうか。 

 

可とします。 

2 25 別紙-3   リスク全般 

 

 

 

 

契約締結リスク 

 

リスク分担の各項目は帰責がどちらにあるかを基準に分け

られているものと推察します。その為、組合殿・事業者そ

れぞれの事由によるものを「○」とし、注記※１は項目毎

に備考欄などを設けて記載する方が他のリスク分担との整

合性を図れると思います。 

 

議会を含む本組合の事由により契約が結べない等 

本組合…○、事業者…（空欄） 

備考欄/既に支出した金額は負担する。 

 

事業者の事由により契約が結べない等 

本組合…（空欄）、事業者…○ 

備考欄/既に支出した金額は負担する。 

 

ご意見として承ります。 

3 25

26 

27 

別紙-3   近隣対応リスク 

環境保全リスク 

建設着工遅延 

「上記以外の～」との記載は、事業者でコントロール出来

ない範囲を含めてリスク分担を負う事となってしまう為、

事業者の事由によるものは事業者リスク、それ以外を組合

ご意見として承ります。 



No. 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 意見の内容 回答 

工事費増大リスク 

工事遅延リスク 

利用者リスク 

殿のリスク分担として明確化をして頂けませんでしょう

か。 

4 25 

26 

27 

別紙-3   事故の発生リスク 

一般的損害リスク 

施設破損リスク 

不可抗力など事業者の責とならない事象も含まれますの

で、「事業者の事由により」等を追記頂けませんでしょう

か。 

 

ご意見として承ります。 

 

以上 


